
 

健健安第 6939 号  

      令和３年 11 月 25 日  

  
市内医療機関の皆様  
 

 
横浜市保健所長 田畑 和夫  

 
 
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項及び第 14 

条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正）」の周知について  

 
 
 日ごろから、横浜市の感染症対策に御協力いただき厚く御礼申し上げます。  
 今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、「感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第１項及び第14 条第２項に基づく

届出の基準等について（一部改正）」の通知が発出されましたので周知いたします。  

 
 
 
＜添付資料＞  
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項及び第14 

条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正）  

（令和３年11月22日  厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 発出）  

 
 
 
 
 

担当：横浜市健康福祉局健康安全課  
健康危機管理担当（電話 671-2463）  








